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三重県教育委員会公印規則 (昭和33年三重県教育委員会規則第19号) 第２条の規定による公印を次のとおり改
刻します｡

平成17年２月28日
三 重 県 教 育 委 員 会

第１
１ 公 印 名 三重県立桑名西高等学校長印
２ 寸 法 方23ミリメートル
３ 陰 影

４ 使 用 範 囲 公文書用
５ 使用開始日 平成17年４月１日

� �

平成12年３月27日付け三重県教育公報第1413号に登載しました三重県文化財保護条例施行規則の一部を改正す
る規則中

ページ 行 誤 正
６ 14 三重県文化財保護条例 (昭和三十 三重県文化財保護条例施行規則 (昭和

三年三重県教育委員会規則十五号) 五十一年三重県教育委員会規則十号)
７ ２ 埋臓文化財評価員 埋蔵文化財評価員

第25・26・27・28・29号様式を次のように加える｡
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告 示 ○ 三重県教育委員会公印規則による公印の改刻 ………………………………… 予 算 経 理 室 １頁
正 誤 ○ 平成12年3月27日付け三重県教育公報第1413号………………………………… 文化財保護室 １頁
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������ (第６条の２関係)
平成 年 月 日

三重県教育委員会 様
住 所
施設の名称 印
施設長氏名

公 開 施 設 承 認 申 請 書

三重県文化財保護条例施行規則第６条の２第１項の規定により､ 県指定有形文化財 (県指定有形民俗文化財)
の公開施設の承認について申請します｡

(添付書類)
１ 博物館等の施設の設置に関する規約
２ 博物館等の施設の組織並びに防火及び防犯の体制を記載した書類
３ 博物館等の施設の長及び当該施設に所属する学芸員の履歴を記載した書類
４ 博物館等の施設の用に供する土地及び建物の面積及び図面並びに当該博物館等の施設の設備に関する書類
５ 申請日の属する事業年度の直前３年間の各事業年度末における財産の状況を記載した書類及び収支決算を記
載した書類

６ 申請日の属する事業年度の直前３年間の事業の実施状況
７ 申請前５年間に行われた県指定有形文化財 (県指定有形民俗文化財) の公開状況
８ その他参考となる書類

ただし､ 国の機関又は地方公共団体が設置する博物館等の施設については､ 第５号に掲げる書類を添付しない
ことができる｡

������ (第６条の３関係)
平成 年 月 日

三重県教育委員会 様
住 所
施設の名称 印
施設長氏名

県指定有形文化財 (県指定有形民俗文化財) 公開届出書

下記のとおり県指定有形文化財 (県指定有形民俗文化財) を公開したので､ 三重県文化財保護条例施行規則第
６条の３の規定により届け出ます｡

記

１ 県指定有形文化財 (県指定有形民俗文化財) の名称及び員数
２ 指定年月日及び指定書の記号番号
３ 県指定有形文化財 (県指定有形民俗文化財) の所在の場所
４ 所有者の氏名又は名称及び住所
５ 博物館等の名称及び所在地並びに教育委員会教育長の承認を受けた年月日
６ 展覧会の名称及び主催者
７ 公開の期間
８ 公開の期間中における管理状況
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������ (第34条関係)

平成 年 月 日

三重県教育委員会教育長 様

住 所

氏 名 印

周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘届出書

周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事のための発掘を実施したいので､ 文化財保護法(昭和25年法律第214
号､ 平成11年改正法律第87号) に基づく､ 三重県文化財保護条例(昭和32年条例第72号) 第48条第１項の規定に
より､ 別記１の事項について､ 関係書類を添付し､ 別記２のとおり届け出ます｡

別 記 １

１ 土木工事をしようとする土地の所在及び番地

２ 土木工事をしようとする土地の面積

３ 土木工事をしようとする土地の所有者の氏名又は名称及び住所

４ 土木工事をしようとする土地に係る遺跡の種類､ 員数及び名称並びに現状

５ 当該土木工事等の目的､ 計画及び方法の概要

６ 当該土木工事等の主体となる者 (当該土木工事等が請負契約等によりなされるときは､ 契約の両当事者) の
氏名及び住所 (法人その他の団体の場合は､ その名称及び代表者並びに事務所の所在地)

７ 当該土木工事等の施行担当責任者の氏名及び住所

８ 当該土木工事等の着手予定時期

９ 当該土木工事等の終了の予定時期

10 その他参考となるべき事項

【添付書類】

土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類及び図面
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4

市町村文書番号

第 号・ 年 月 日 ・ 年 月 日

１ 所 在 地

２ 面 積

３ 土地所有者
氏名等：

住 所：

４ 遺跡の種類 散布地 集落跡 貝塚 都城跡 官衙跡 城館跡 社寺跡 古墳
横穴墓 その他の墓 生産遺跡 その他の遺跡 ( )

遺跡の名称 員数

遺跡の現状 宅地 水田 畑地 山林 道路 荒蕪地 原野 その他 ( )

遺跡の時代 旧石器 縄文 弥生 古墳 奈良 平安 中世 近世 その他 ( )

５ 工事の目的

道路 鉄道 空港 河川 港湾 ダム 学校 住宅 個人住宅 工場
店舗 住宅兼工場店舗 その他の建物 ( ) 宅地造成
土地区画整理 公園造成 ゴルフ場 観光開発 ガス等 土砂採取
農業基盤整備 その他農業 その他開発 ( )

工事の概要

６ 工事主体者
氏名等：

住 所：

７ 施行責任者
氏名等：

住 所：

８ 着手時期 平成 年 月 日 ９ 終了時期 平成 年 月 日

10 参 考 事項

指示事項 発掘調査 工事立会 慎重工事 その他 ( )

起 案 決 裁 発 送 引 継

別 記 ２
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������ (第34条関係)

平成 年 月 日

三重県教育委員会教育長 様

住 所

氏 名 印

周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘通知書

周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事のための発掘を実施したいので､ 文化財保護法 (昭和25年法律第
214号､ 平成11年改正法律第87号) に基づく､ 三重県文化財保護条例 (昭和32年条例第72号) 第48条第１項の規
定により､ 別記１の事項について､ 関係書類を添付し､ 別記２のとおり通知します｡

別 記 １

１ 土木工事をしようとする土地の所在及び番地

２ 土木工事をしようとする土地の面積

３ 土木工事をしようとする土地の所有者の氏名又は名称及び住所

４ 土木工事をしようとする土地に係る遺跡の種類､ 員数及び名称並びに現状

５ 当該土木工事等の目的､ 計画及び方法の概要

６ 当該土木工事等の主体となる者 (当該土木工事等が請負契約等によりなされるときは､ 契約の両当事者) の
氏名及び住所 (法人その他の団体の場合は､ その名称及び代表者並びに事務所の所在地)

７ 当該土木工事等の施行担当責任者の氏名及び住所

８ 当該土木工事等の着手予定時期

９ 当該土木工事等の終了の予定時期

10 その他参考となるべき事項

【添付書類】

土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類及び図面
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市町村文書番号

第 号・ 年 月 日 ・ 年 月 日

１ 所 在 地

２ 面 積

３ 土地所有者
氏名等：

住 所：

４ 遺跡の種類 散布地 集落跡 貝塚 都城跡 官衙跡 城館跡 社寺跡 古墳
横穴墓 その他の墓 生産遺跡 その他の遺跡 ( )

遺跡の名称 員数

遺跡の現状 宅地 水田 畑地 山林 道路 荒蕪地 原野 その他 ( )

遺跡の時代 旧石器 縄文 弥生 古墳 奈良 平安 中世 近世 その他 ( )

５ 工事の目的

道路 鉄道 空港 河川 港湾 ダム 学校 住宅 個人住宅 工場
店舗 住宅兼工場店舗 その他の建物 ( ) 宅地造成
土地区画整理 公園造成 ゴルフ場 観光開発 ガス等 土砂採取
農業基盤整備 その他農業 その他開発 ( )

工事の概要

６ 工事主体者
氏名等：

住 所：

７ 施行責任者
氏名等：

住 所：

８ 着手時期 平成 年 月 日 ９ 終了時期 平成 年 月 日

10 参 考 事項

指示事項 発掘調査 工事立会 慎重工事 その他 ( )

起 案 決 裁 発 送 引 継

別 記 ２
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������ (第36条関係)

平成 年 月 日

三重県教育委員会教育長 様
(三重県文化財保護条例第50条第３項による譲与の場合)

○○市町村教育委員会教育長名 印
(三重県文化財保護条例第50条第１項による譲与の場合)

発 見 者 印
土地所有者 印

三重県文化財保護条例第50条 (第３項・第１項) の規定により､ 下記１の出土文化財を下記２によって譲与を
受けたいので申請します｡

記

１ 譲与申請出土品

� 品名・数量

� 発見の場所・遺跡名､発見の年月日

� 発見者の氏名・住所

� 発見された土地の所有者の氏名・住所

� 文化財として認定された年月日
２ 譲与申請の理由・譲与後の取扱い

� 譲与申請の理由

� 譲与後に保管する場所・施設及び保管方法

� 保管責任者となる者の氏名・役職・連絡先

� その他参考となるべき事項
※ 添付書類等
① 文化財保護法第60条による警察署長の提出書の写
② 発見の場所､発見の状況の概要を示す資料
③ 三重県文化財保護条例第50条第３項の規定による譲与の申請の場合は､ 発見者等が地方公共団体に対する譲
与を了承していることを証する書面

④ 三重県文化財保護条例第50条第１項の規定による譲与の申請の場合で､ 発見者等が保存・活用のための施設
等を有しないときは､ 譲与後にそれらの施設等を有する者に寄託する等により適切な保存・活用が確保される
ものであることを証する書面
(別添様式参照)
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出 土 品 譲 与 申 請 書
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発 行
津 市 広 明 町 １３ 番 地
三 重 県 教 育 委 員 会

印 刷
有 限 会 社 第 一 プ リ ン ト 社���������	
��������

別添様式

年 月 日

発見者 印
発見地の土地所有者 印
譲与後当該出土品の寄託を受けて
保存・活用する者 印

下記１の出土文化財を下記２のとおり [ ] に {寄託・譲与・譲渡} し､ 保存・活用を行うこと
を了解します｡

記

１ 出土品の名称等

� 出土品の名称

� 発見地

� 発見年月日

２ 保存・活用の方法

� 寄託等を受けて保存・活用を行う者の氏名・住所 [機関の名称・代表者名・所在地]

� 保存・活用を行う施設の名称・所在地､ 規模・構造の概要

� 保存・活用の方法等の概要
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出土品の保存・活用についての了解書


